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シリーズ「まちの顔」 今月は牧園町 を紹介します

姶良中央地区合併協議会 〒899-4394  国分市中央３丁目45番1号国分シビックセンター行政棟（国分市役所）７Ｆ
TEL0995-64-0937 FAX0995-64-0940
ホームページ http://www2.airachuou-gappei.jp/index.html
メールアドレス soumu@airachuou-gappei.jp

合併協議会とは、法律に基づき設置される組織で、合併をするとした場合に想定され
る様々な項目について協議を行います。
協議内容は、合併するとした場合の合併の方式、合併の期日、新しい市の名称、事務

所の位置及び住民の皆さんの負担や行政サービスの取り扱いなどについて具体的な協
議を行い、その協議の結果は、合併するとした場合には約束事として取り扱われること
となり、さらには新しいまちづくりを総合的かつ効果的に推進することを目的に「新市
まちづくり計画」の策定もおこなわれ、新市がめざす「新しい都市づくり･まちづくりの
方向性」と、それぞれの市町の将来像を比較･検討したうえで、合併の是非の判断が行
われることとなります。
これらの事項を、さまざまな観点から協議するために、合併協議会では各市町長をは
じめ議会代表者や広域的学識経験者を含む53名の委員により、協議を進めています。

平成15年10月 

第5号 

合併協議会の役割とは

編 集

写真は、左から関平温泉と秋の霧島連山です。
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姶
良
中
央
地
区
合
併
協
議
会
の
第
八
回

協
議
会
が
九
月
十
日
、
第
九
回
協
議
会
が

九
月
二
十
五
日
に
国
分
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ

ー
多
目
的
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

会
議
で
は
合
併
協
定
項
目
の
ち
、
五
つ
の

事
項
に
つ
い
て
協
議
が
な
さ
れ
承
認
さ
れ

ま
し
た
。

第
八
回
協
議
会

【
報
告
さ
れ
た
事
項
】

○
報
告
第
十
三
号
ー
二
　
新
市
事
務
所
位
置
検

討
小
委
員
会
の
協
議
の
経
過
及
び
結
果
に
つ

い
て

新
市
事
務
所
位
置
検
討
小
委
員
会
に
お

い
て
は
、
第
二
回
･
第
三
回
の
会
議
を
開

催
し
、
以
下
の
項
目
に
つ
い
て
の
協
議
が
行

わ
れ
た
こ
と
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

第
二
回
新
市
事
務
所
位
置
検
討
小
委
員
会

新
市
事
務
所
の
設
置
方
式

・
先
進
地
事
例

新
市
の
事
務
所
の
設
置
方
式
に
つ
い

て
、
先
進
地
事
例
と
し
て
、
本
庁
方
式
、

分
庁
方
式
、
総
合
支
所
方
式
の
各
事
例

の
現
況
や
課
題
を
調
査
し
、
研
究
と
意

見
交
換
を
行
っ
た
こ
と

・
姶
良
中
央
地
区
一
市
六
町
の
行
政
機
構

平
成
十
五
年
四
月
一
日
現
在
に
お
け

る
、
一
市
六
町
の
行
政
機
構（
部
･
課
･

室
･
係
）や
部
門
別
職
員
の
状
況
に
つ
い

て
、
調
査
資
料
を
基
に
研
究
と
意
見
交

換
を
行
っ
た
こ
と

庁
舎
建
設
の
是
非

現
在
に
お
け
る
各
市
町
の
本
庁
舎
の
状

況
、
既
存
の
庁
舎
に
お
け
る
対
応
可
能
職

員
数
及
び
庁
舎
建
設
事
例
と
事
務
所
建
設

の
場
合
の
財
政
措
置（
合
併
特
例
債
）等
に

つ
い
て
、
調
査
資
料
を
基
に
研
究
と
意
見
交

換
を
行
っ
た
こ
と

第
三
回
新
市
事
務
所
位
置
検
討
小
委
員
会

新
市
事
務
所（
本
庁
）の
位
置

新
市
の
事
務
所
（
本
庁
）の
位
置
に
つ
い

て
、
一
市
六
町
の
人
口
重
心
、
通
勤
･
通

学
等
の
生
活
圏
、
公
共
交
通
機
関
の
運
行

状
況
と
交
通
事
情（
道
路
網
）、
国
や
県
の

官
公
署
等
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
、
調
査
資

料
を
基
に
研
究
と
意
見
交
換
を
行
っ
た
こ

と
ま
た
、
前
回
の
協
議
事
項
で
あ
っ
た
事

務
所
の
設
置
方
式
に
つ
い
て
も
再
度
活
発

な
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
こ
と

【
協
議
さ
れ
た
事
項
】

○
協
議
第
九
号
　
慣
行
の
取
扱
い
に
つ
い
て

新
市
に
お
い
て
定
め
て
お
く
べ
き
慣
行

の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
協
議
の
う
え
次
の
と

お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

一
　
市
章
、
市
民
憲
章
、
市
の
花
、
木
、
歌

等
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
定
め

る
こ
と

二
　
宣
言
は
、
新
市
に
お
い
て
調
整
し
、

新
た
に
制
定
す
る
こ
と

三
　
表
彰
制
度
は
、
新
市
に
お
い
て
新
た

な
制
度
を
創
設
す
る
こ
と

四
　
各
種
行
事
は
、
新
市
に
お
い
て
地
域

性
を
尊
重
し
な
が
ら
調
整
す
る
こ
と

○
協
議
第
十
号
　
病
院
関
係
事
業
の
取
扱
い
に

つ
い
て

新
市
に
お
け
る
公
的
医
療
機
関
の
取
扱

い
に
つ
い
て
、
協
議
の
う
え
次
の
と
お
り
承

認
さ
れ
ま
し
た
。

・
病
院
、
診
療
所
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
引

き
継
ぐ
こ
と
。
な
お
、
夜
間
診
療
の
医

師
体
制
に
つ
い
て
は
、
合
併
後
に
委
託

先
と
協
議
す
る
こ
と

・
新
市
の
医
療
体
制
の
充
実
を
図
る
た
め
、

医
師
会
、
保
健
･
福
祉
と
の
連
携
を
強

化
し
、
調
整
を
行
う
こ
と

第
八
回
・
第
九
回

協
議
会
内
容

第
九
回
協
議
会

会
議
の
冒
頭
、
合
併
協
議
会
会
長
か
ら
、

隼
人
町
議
会
に
お
い
て
合
併
協
議
会
か
ら

の
離
脱
に
関
す
る
決
議
案
が
可
決
さ
れ
た

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
姶
良
中
央
地
区
合

併
協
議
会
は
議
会
の
議
決
を
得
た
一
市
六

町
を
構
成
と
す
る
協
議
会
で
あ
り
、
こ
の
枠

組
み
に
よ
り
今
後
も
合
併
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に

従
い
、
着
実
に
合
併
協
議
会
を
開
催
し
て
い

く
旨
の
あ
い
さ
つ
が
あ
り
ま
し
た
。

【
報
告
さ
れ
た
事
項
】

○
報
告
第
十
三
号
ー
三
　
新
市
事
務
所
位
置
検

討
小
委
員
会
の
協
議
の
経
過
及
び
結
果
に
つ

い
て

新
市
事
務
所
位
置
検
討
小
委
員
会
に
お

い
て
は
、
第
四
回
の
会
議
を
開
催
し
、
以
下

の
項
目
に
つ
い
て
の
協
議
を
行
い
、
意
見
の

集
約
が
図
ら
れ
た
こ
と
の
報
告
が
あ
り
ま

し
た
。

新
市
の
事
務
所
（
本
庁
）
の
位
置
候
補
地
の

選
定
に
関
す
る
こ
と

新
市
の
事
務
所
（
本
庁
）の
位
置
に
つ
い

て
は
、
当
面
は
国
分
市
中
央
三
丁
目
四
五

番
一
号
（
現
国
分
市
役
所
）に
置
き
、
新
市

に
お
い
て
検
討
す
る
。

【
理
由
】

1

人
口
重
心
、
通
勤
･
通
学
等
の
日
常
生

活
圏
、
交
通
事
情
、
官
公
署
と
の
関
係
等

に
つ
い
て
住
民
の
利
便
性
を
考
慮
す
る

必
要
が
あ
る
こ
と

2

総
合
支
所
方
式
と
し
た
場
合
、
管
理
部

門
と
事
務
局
部
門
を
集
結
し
た
本
庁
の
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収
容
能
力
を
備
え
た
既
存
の
庁
舎
で
あ

る
必
要
が
あ
る
こ
と

以
上
の
こ
と
か
ら
、
総
合
的
に
勘
案
し
て

国
分
市
が
最
適
で
あ
る
こ
と

事
務
所
の
設
置
方
式
に
関
す
る
こ
と

住
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招
か
な
い
よ

う
に
、
当
面
は
総
合
支
所
方
式
と
し
、
将

来
的
に
は
、
本
庁
方
式
へ
移
行
し
て
い
く
こ

と
を
新
市
に
お
い
て
検
討
す
る
。

【
理
由
】

1

住
民
や
職
員
に
と
っ
て
最
も
現
状
に
近

く
、
サ
ー
ビ
ス
が
容
易
に
提
供
で
き
違
和

感
が
な
い
こ
と

2

新
庁
舎
を
建
設
せ
ず
に
既
存
の
庁
舎
の

増
改
築
程
度
で
済
む
こ
と

3

将
来
的
に
は
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
が
低
下
し

な
い
行
政
コ
ス
ト
削
減
の
実
現
を
図
る
必

要
が
あ
る
こ
と

庁
舎
建
設
の
是
非
に
関
す
る
こ
と

庁
舎
建
設
に
つ
い
て
は
、
当
面
は
既
存
の

庁
舎
を
活
用
し
な
が
ら
、
新
市
に
お
い
て
検

討
す
る
。

【
理
由
】

1

新
庁
舎
建
設
に
は
莫
大
な
費
用
が
掛
か

る
た
め
、
財
政
状
況
を
考
慮
し
、
直
ち
に

新
庁
舎
を
建
設
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と

2

合
併
ま
で
の
新
庁
舎
建
設
は
、
期
間
的

に
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
こ
と

3

将
来
的
に
新
庁
舎
建
設
を
す
る
表
現
を

記
載
し
た
場
合
、
新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画

に
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
の
点

を
考
慮
し
た
表
現
と
し
た
こ
と

【
協
議
さ
れ
た
事
項
】

○
協
議
第
十
一
号
　
男
女
共
同
参
画
事
業
の
取

扱
い
に
つ
い
て

新
市
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
事
業
の

取
扱
い
に
つ
い
て
、
協
議
の
う
え
次
の
と
お

り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

・
新
市
に
お
い
て
男
女
共
同
参
画
事
業
を

総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
の
男
女
共
同

参
画
基
本
計
画
を
速
や
か
に
策
定
す
る

こ
と

新
市
に
お
い
て
も
、
男
女
が
社
会
の
対

等
な
構
成
員
と
し
て
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分

野
に
お
け
る
活
動
に
参
画
す
る
機
会
が
確

保
さ
れ
、
共
に
責
任
を
負
い
、
対
等
な
パ
ー

ト
ナ
ー
と
し
て
等
し
く
人
権
が
尊
重
さ
れ

る
社
会
「
男
女
共
同
参
画
社
会
」の
形
成
を

推
進
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

ま
し
た
。

○
協
議
第
十
二
号
　
姉
妹
都
市
･
国
際
交
流
事

業
の
取
扱
い
に
つ
い
て

新
市
に
お
け
る
姉
妹
都
市
・
国
際
交
流
事

業
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
協
議
の
う
え
次
の
と

お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

一
　
姉
妹
都
市
・
友
好
都
市
交
流
に
つ
い

て
は
、
相
手
の
意
向
を
確
認
し
た
う
え

で
、
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
こ

と
二
　
国
際
交
流
団
体
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す

る
こ
と
。
な
お
、
組
織
･
事
業
に
つ
い

て
は
、
合
併
後
、
で
き
る
だ
け
早
い
時

期
に
統
一
す
る
こ
と

三
　
国
際
交
流
員
招
致
事
業(

Ｃ
Ｉ
Ｒ)

に

つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引

き
継
ぐ
も
の
と
す
る
こ
と
。
な
お
、
招

致
の
た
め
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
合
併

後
に
調
整
す
る
こ
と

四
　
国
内
外
研
修
派
遣
事
業
（
人
材
育
成
）

に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に

引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
こ
と
。
な
お
、

派
遣
の
た
め
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
合

併
後
に
調
整
す
る
こ
と

○
協
議
第
十
三
号
　
交
通
関
係
事
業
の
取
扱
い

に
つ
い
て

新
市
に
お
け
る
交
通
関
係
事
業
の
取
扱
い

に
つ
い
て
は
、
協
議
の
う
え
次
の
と
お
り
承
認

さ
れ
ま
し
た
。

一
　
Ｊ
Ｒ
の
利
用
促
進
に
つ
い
て
は
、
現

行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と

す
る
こ
と

二
　
生
活
交
通
路
線
維
持
費
補
助
事
業
に

つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引

き
継
ぐ
も
の
と
す
る
こ
と

三
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
バ
ス
事
業
に
つ
い

て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継

ぐ
も
の
と
す
る
こ
と
。
な
お
、
合
併
後

に
、
広
域
的
視
点
に
立
っ
て
、
市
民
の
要

望
意
見
等
を
十
分
反
映
さ
せ
、
よ
り
充

実
を
図
る
こ
と

四
　
乗
合
自
動
車
運
送
事
業
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の

と
す
る
こ
と
。
な
お
、
合
併
後
、
速
や

か
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
バ
ス
事
業
へ
の

移
行
を
検
討
す
る
こ
と

五
　
鹿
児
島
空
港
の
利
用
促
進
の
た
め
の

事
業
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新

市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
こ
と
。
ま

た
、
鹿
児
島
空
港
周
辺
環
境
整
備
に
関

す
る
各
種
事
業
に
つ
い
て
は
、
必
要
に

応
じ
、
合
併
ま
で
に
調
整
し
、
新
市
に

引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
こ
と

六
　
新
市
に
交
通
安
全
対
策
会
議
を
お
き
、

交
通
安
全
計
画
を
新
た
に
策
定
す
る
こ

と
七
　
交
通
安
全
計
画
を
具
現
化
し
実
施
す

る
た
め
に
、
推
進
機
関
を
置
く
こ
と

八
　
交
通
安
全
専
門
指
導
員
は
、
合
併
関

係
市
町
を
す
べ
て
包
括
で
き
る
配
置
を

目
指
し
、
合
併
ま
で
に
調
整
す
る
こ
と

事
前
提
案
を
行
う
、
塩
入
谷
企
画
部
会
長
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【
提
案
さ
れ
た
事
項
】

○
協
議
第
七
号
ー
二
　
新
市
の
事
務
所
の
位
置

に
つ
い
て

新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て
、
次
回

の
協
議
会
議
事
の
提
案
説
明
が
あ
り
ま
し

た
。

一
　
新
市
の
事
務
所
（
本
庁
）の
位
置
に
つ

い
て
は
、
当
面
は
、
国
分
市
中
央
三
丁

目
四
五
番
一
号
（
現
国
分
市
役
所
）に
置

き
、
新
市
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と

二
　
事
務
所
の
方
式
は
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の

低
下
を
招
か
な
い
よ
う
に
、
当
面
は
、
総

合
支
所
方
式
と
し
、
現
在
の
国
分
市
、
溝

辺
町
、
横
川
町
、
牧
園
町
、
霧
島
町
、
隼

人
町
及
び
福
山
町
の
そ
れ
ぞ
れ
の
市
役

所
、
役
場
を
す
べ
て
総
合
支
所
と
し
て
、

ま
た
現
在
の
牧
之
原
支
所
は
支
所
と
す

る
。
将
来
的
に
は
、
本
庁
方
式
へ
移
行
し

て
い
く
こ
と
を
、
新
市
に
お
い
て
検
討
す

る
こ
と

三
　
庁
舎
建
設
に
つ
い
て
は
、
当
面
は
既
存

の
庁
舎
を
活
用
し
な
が
ら
、
新
市
に
お

い
て
検
討
す
る
こ
と

以
上
の
提
案
が
あ
り
、
次
回
の
協
議
会
で
協

議
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

まちづくりフォーラム
「よかまちサミット」提言報告会

を開催
～新市のまちづくりを話し合おう！～

9月６日(土)
溝辺町グリーン文化ホールみそめ館

新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
住
民
の
声
を

反
映
さ
せ
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
、
ま
ち

づ
く
り
フ
ォ
ー
ラ
ム「
よ
か
ま
ち
サ
ミ
ッ
ト
」

（
増
水
紀
勝
代
表
、
三
十
五
名
）の
提
言
報

告
会
が
九
月
六
日（
土
）溝
辺
町
み
そ
め
館

で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

ま
ち
づ
く
り
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
こ
れ
ま
で

各
市
町
ま
ち
づ
く
り
委
員
会
で
の
検
討
会

と
五
回
の
ま
ち
づ
く
り
フ
ォ
ー
ラ
ム
会
議

を
開
催
し
、
合
併
後
の
新
市
の
あ
る
べ
き

姿
を
展
望
し
な
が
ら
、
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い

て
住
民
の
視
点
に
立
っ
て
議
論
を
重
ね
て

き
ま
し
た
。
ま
ち
づ
く
り
フ
ォ
ー
ラ
ム
が

協
議
会
に
提
言
し
た
新
市
の
将
来
像
に
つ

い
て
、
広
く
住
民
に
知
っ
て
い
た
だ
こ
う
と

開
い
た
も
の
で
す
。

会
場
に
は
関
係
市
町
か
ら
住
民
の
方
々

な
ど
約
五
百
人
が
参
加
し
、「
新
市
の
ま
ち

づ
く
り
を
話
し
合
お
う
」を
テ
ー
マ
に
パ
ネ

ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
、
熱
心
に
耳
を
傾

け
て
い
ま
し
た
。

報
告
会
で
は
ま
ず
、
協
議
会
会
長
の
鶴

丸
明
人
・
国
分
市
長
が「
こ
れ
ま
で
の
行
政

主
導
型
を
と
る
こ
と
な
く
、
住
民
・
民
間
・

行
政
の
三
者
の
組
み
合
わ
せ
で
新
し
い
計

画
を
作
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
一
番
大
事

な
こ
と
は
、
住
民
の
皆
様
方
の
身
近
な
声

を
こ
の
新
し
い
計
画
の
中
に
反
映
さ
せ
る

こ
と
で
あ
り
ま
す
。」と
あ
い
さ
つ
し
、
有
村

久
行
・
溝
辺
町
長
は「
み
そ
め
館
と
い
う
名

称
は
神
代
の
昔
の
恋
の
物
語
に
由
来
し
て

命
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ロ
マ
ン
に
満
ち

た
夢
開
け
る
こ
こ
み
そ
め
館
が
よ
か
ま
ち

サ
ミ
ッ
ト
提
言
報
告
会
場
に
選
ば
れ
た
こ

と
は
最
高
最
善
の
選
択
で
あ
っ
た
と
感
じ

て
い
ま
す
。」と
述
べ
ま
し
た
。

ま
ち
づ
く
り
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
増
水
代
表

は「
新
し
い
市
が
実
現
す
る
と
し
た
場
合
、

住
民
の
立
場
に
立
っ
た
意
見
を
是
非
反
映

さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
考
え
方
の

基
に
、
五
つ
の
分
野
の
中
で
五
回
に
わ
た
っ

て
論
議
し
て
き
た
結
果
を
今
回
提
言
集
に

ま
と
め
て
い
ま
す
。
こ
の
提
言
に
至
る
ま

で
の
経
過
の
中
で
、
地
域
の
住
民
の
皆
様

の
声
を
反
映
さ
せ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
十

分
に
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。」と
語
り

ま
し
た
。

次
に
協
議
会
の
藤
田
満
局
長
が
市
町
合

併
を
考
え
る
背
景
や
姶
良
中
央
地
区
合
併

協
議
会
の
こ
れ
ま
で
の
経
過
や
、
今
後
の

関
係
市
町
か
ら

住
民
約
五
百
人
が
参
加
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取
り
組
み
及
び
協
議
会
の
役
割
等
に
つ
い

て
説
明
の
後
、
木
野
田
隆
計
画
班
長
が
新

市
の
面
積
や
人
口
、
道
路
網
及
び
各
種
指

標
な
ど
新
市
の
概
況
に
つ
い
て
説
明
し
ま

し
た
。

ま
た
、こ
の
報
告
会
は
、フ
ォ
ー
ラ
ム
委
員

が
主
体
と
な
り
会
の
運
営
・
進
行
を
行
い
、

総
合
司
会
を
ま
ち
づ
く
り
フ
ォ
ー
ラ
ム
委
員

の
塩
井
川
公
子
委
員
が
務
め
ま
し
た
。

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
増
水

代
表
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
中
西
修
・
有

村
和
久
（
社
会
基
盤
グ
ル
ー
プ
）、
田
代
昇

子
・
濱
田
徳
子（
生
活
環
境
グ
ル
ー
プ
）、
岩

元
三
枝
子
・
小
島
崇
（
教
育
文
化
グ
ル
ー

プ
）、
内
千
代
子
・
千
葉
し
の
ぶ（
保
健
福
祉

グ
ル
ー
プ
）、
笹
山
千
枝
子
・
松
元
義
文（
産

業
経
済
グ
ル
ー
プ
）の
ま
ち
づ
く
り
フ
ォ
ー

ラ
ム
委
員
を
パ
ネ
リ
ス
ト
に
各
分
野
毎
の

報
告
を
行
っ
た
後
、
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
に

向
け
た
議
論
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
は
会
場
か
ら
の
参

加
者
も
加
わ
り
、「
水
質
浄
化
の
た
め
に
合

併
浄
化
槽
の
設
置
だ
け
で
は
不
十
分
。
山

に
木
を
植
え
た
り
、
Ｅ
Ｍ
菌
の
活
用
な
ど

で
水
質
浄
化
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。」「
各

分
野
ご
と
だ
け
で
な
く
、
総
合
的
な
横
の

連
携
の
あ
る
施
策
も
必
要
で
あ
る
と
思

う
。」「
子
供
の
教
育
の
た
め
に
も
老
人
同
居

制
度
を
進
め
た
ら
ど
う
か
。」「
財
政
的
な
裏

付
け
に
も
配
慮
す
べ
き
」な
ど
活
発
な
意
見

が
出
さ
れ
、
時
間
が
足
り
な
い
く
ら
い
白

熱
し
た
論
議
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

☆
社
会
基
盤
グ
ル
ー
プ
の
提
言

一
　
地
域
特
性
を
活
か
し
た
自
然
と
人
に

や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り

二
　
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

三
　
空
港
、
港
、
道
路
を
活
か
し
た
活
力
あ

る
ま
ち
づ
く
り

四
　
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
か
し
た
ま

ち
づ
く
り

☆
生
活
環
境
グ
ル
ー
プ
の
提
言

一
　
安
心
し
て
住
め
る
ま
ち
づ
く
り

二
　
う
み
・
か
わ
・
や
ま
が
一
体
と
な
っ
た
自

然
豊
か
な
ま
ち
づ
く
り

三
　
市
民
の
手
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

☆
教
育
文
化
グ
ル
ー
プ
の
提
言

一
　
地
域
に
根
ざ
し
た
特
色
あ
る
教
育
活

動
の
充
実

二
　
伝
統
文
化
の
継
承
と
新
し
い
文
化
の

創
造

三
　
人
づ
く
り
と
そ
の
た
め
の
環
境
づ
く

り
、
息
の
長
い
生
涯
学
習
を
推
進

☆
保
健
福
祉
グ
ル
ー
プ
の
提
言

一
　
全
て
の
人
が
安
心
し
て
生
き
生
き
と

暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

二
　
生
涯
に
わ
た
り
自
主
的
に
健
康
管
理

が
で
き
る
ま
ち
づ
く
り

三
　
安
心
し
て
子
供
を
産
み
、
心
豊
か
に
子

育
て
が
で
き
る
ま
ち
づ
く
り

☆
産
業
経
済
グ
ル
ー
プ
の
提
言

一
　
観
光
客
と
地
域
住
民
と
の「
ふ
れ
あ
い
」

に
よ
る
観
光
の
振
興

二
　
生
産
者
と
消
費
者
と
の「
ふ
れ
あ
い
」に

よ
る
農
林
水
産
業
の
振
興

三
　
産
業
間
の
交
流「
ふ
れ
あ
い
」に
よ
る
商

工
業
の
振
興

フォーラム組織イメージ図 組織イメージ 

まちづくりフォーラム(35名） 

社会基盤グループ（座長・副座長・委員）7名 

生活環境グループ（座長・副座長・委員）7名 

教育文化グループ（座長・副座長・委員）7名 

保健福祉グループ（座長・副座長・委員）7名 

産業経済グループ（座長・副座長・委員）7名 

協議会 

まちづくりプロジェクト会議 
（企画、財政課長等） 
計画原案の作成 

まちづくりフォーラム 
（1市6町の住民35名） 
新市の将来構想の提言 

まちづくりワーキング会議 
（企画、財政係長等） 
計画素案の作成 

幹事会 専門部会 

事務局 

分科会 

代
表
・
副
代
表 

まちづくりフォーラムのしくみ 

福
山
町
ま
ち
づ
く
り
委
員
会 

隼
人
町
ま
ち
づ
く
り
委
員
会 

霧
島
町
ま
ち
づ
く
り
委
員
会 

牧
園
町
ま
ち
づ
く
り
委
員
会 

横
川
町
ま
ち
づ
く
り
委
員
会 

溝
辺
町
ま
ち
づ
く
り
委
員
会 

国
分
市
ま
ち
づ
く
り
委
員
会 

国
分
市
夢
の
あ
る
都
市
ビ
ジ
ョ
ン 

まちづくりフォーラム 
35名（5名×7市町） 
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協議会は傍聴できます

ご意見、ご質問をお寄せください

合併に関してご意見、ご質問等がありましたら、合併協議会事務局又は各市町合併担当課までご連絡

ください。

姶良中央地区合併協議会事務局 〒899-4394 国分市中央３丁目４５番１号　
国分シビックセンター行政棟（国分市役所）７階

TEL 0995-64-0937    FAX 0995-64-0940

合併協議会は、原則として毎月第２・第４木曜日の午後１時30分から開催されます。会場は、国分シビック

センター複合施設棟２Ｆ多目的ホールです。

傍聴者の定員は30名となっています。希望される方は、会議当日に傍聴者受付までお越しください。

なお、会議開会15分前から傍聴証を発行しますが、15分前における傍聴希望者が定員を超える場合に

は、抽選により傍聴者を決定します。

当面の協議会開催日程 第10回協議会 10／9（木） 第11回協議会 10／23（木）

第12回協議会 11／13（木） 第13回協議会 11／25（火）

〈公募の内容〉 ● 姶良中央地区の特徴を表し、合併にふさわしい新市の名称を公募します。

● 新市名称には、漢字、ひらがな、カタカナいずれも使用できます。また、そ

の組み合わせも自由です。漢字を使用する場合には必ず「ふりがな」をふっ

てください。なお、現在の１市６町の名称も使用できます。

● 応募作品は、同一作品の多少にかかわらず、選定する際の参考資料とさせ

ていただきます。

〈応募資格〉 ● どなたでも応募できます。

● 一人何点でも応募できます。（同一人の同一名称の応募は１点限りとします。）

〈応募方法〉 ● 官製はがきに必要事項を記入のうえ応募ください。

● 電子メール又はFAXに必要事項を記入のうえ応募ください。

● 応募用紙は、各市町の合併担当課窓口及び合併協議会事務局等にも準備し

てあります。

● 電話での受付は行いません。

〈応募内容〉 応募にあたっては、次の事項を記入してください。

● 新しい市の名前（漢字の場合、ふりがなを記入） ● 年　　　齢

● その名称をつけた理由（無記入は無効） ● 性　　　別

● 住　　　所 ● 電話番号

● 氏　　　名

〈応募期間〉 平成15年10月31日（金）まで
ただし、郵便の場合、当日の消印があるものまでを有効とします。

〈応募先・問い合わせ先〉
〒899-4394 姶良中央地区合併協議会事務局

鹿児島県国分市中央三丁目45番１号　　国分市役所内


